
指定管理者制度外部評価実施方針 

 

１ 指定管理者制度外部評価制度の目的 

指定管理者制度の適正な運用を図るとともに、指定管理者制度導入施設の

より良い管理運営と施設利用者へのサービス向上を図ることとする。 

 

２ 指定管理者第三者評価委員会の設置 

第三者および専門的な見地から指摘を行う指定管理者第三者評価委員会

（以下「委員会」という。）を評価対象施設ごとに設置する。 

(1) 委員 

学識経験者および施設利用者のうちから市長が委嘱する。 

(2) 庶務 

委員会の庶務は、施設所管課において処理する。 

 

３ 評価内容 

(1) 指定管理者による管理運営施設の管理運営状況に関すること。 

(2) 指定管理者制度の運用に関すること。 

(3) その他指定管理者制度に関すること。 

 

４ 評価対象施設 

(1) すべての公募施設 

(2) その他市長が必要と認めた施設 

 

５ 評価実施時期 

指定期間２年目および４年目に実施する。 

 

 

６ 評価結果の公表 

評価結果は、ホームページ等で広く公表するものとする。 

 

７ 評価結果への対応 

評価における指摘事項については、可能な限り速やかに対処し施設の管理

運営に活かすとともに、対処結果をホームページ等で広く公表するものとす

る。また、次年度の定期モニタリングにおいて対応状況等を検証する 

 


